
 

 

 

保健医療機関の書面掲示 

 

 

 ホームページへの掲示が必要な施設基準等についてお知らせいたします。 

 

 

・外来感染対策向上加算 

 

 当センターでは、患者様やご家族、職員などに対し、感染防止対策に取り組んでいます。 

受診歴の有無に関わらず、発熱その他感染症を疑わせるような症状を呈する患者さんの受入れを行います。 

 

・医療情報取得加算 

 

 当センターでは、マイナンバーカードによる電子資格確認を行うことができます。 

マイナンバーカードによる保険情報・医療情報・薬剤情報を取得・活用し、診療を行っております。 

 

・明細書発行体制等加算 

 

 当センターでは、明細書を無償で交付しています。 

自己負担のある患者様には、診療報酬明細書、領収書を交付しています。 

明細書の発行を希望しない患者様は、会計の際にお申し出ください。 

 

・情報通信機器を用いた診療 

 

 当センターでは、情報通信機器を用いた診療の初診の場合、向精神薬を処方しておりません。 

 

・一般名処方加算 

 

当センターでは、後発医薬品があるお薬は、商品名ではなく一般名処方（有効成分の名称で処方すること）

を行っております。 

これにより、特定の医薬品の供給が不足した場合でも、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。 


